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    教育委員会規則 

和歌山県教育委員会規則第4号 

市町村立学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

市町村立学校職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

市町村立学校職員の給与に関する規則（昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（扶養手当） 
第７条 略 
２～６ 略 
７ 教育委員会は、第２項の届出を受けたときは
、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認
定するものとする。第３項に規定する場合にお
いても、同様とする。この場合において、次の
各号に掲げる者は扶養親族として認定すること
はできない。 

 (１) 略 
 (２) 年額1 3 0万円以上（満18歳に達する日後の

最初の４月１日から満22歳に達する日以後の
最初の３月31日までの間にある者にあっては
、年額1 5 0万円以上）の恒常的な所得がある
と見込まれる者 

８～10 略 

（扶養手当） 
第７条 略 
２～６ 略 
７ 教育委員会は、第２項の届出を受けたときは
、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認
定するものとする。第３項に規定する場合にお
いても、同様とする。この場合において、次の
各号に掲げる者は扶養親族として認定すること
はできない。 

 (１) 略 
 (２) 年額1 3 0万円以上の恒常的な所得があると

見込まれる者 
 
 
 
８～10 略 
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附 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 

和歌山県教育委員会規則第5号 

教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

教育職員の特殊勤務手当に関する規則（昭和29年和歌山県教育委員会規則第7号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（目的） 
第１条 この規則は、教育職員の給与に関する条
例（昭和28年条例第52号。以下「条例」という
。）第16条第２項及び第16条の２第２項の規定
に基づき、職員に支給する特殊勤務手当に関し
、必要な事項を定めることを目的とする。 

 
 （夜間学級担当手当） 
第７条 条例第16条の２第１項に規定する夜間学
級担当手当（以下この条並びに次条第１項及び
第２項において「夜間学級担当手当」という。
）の月額は、給料月額に1 0 0分の５を乗じて得
た額とする。ただし、同項の規定により、教育
委員会が定める割合によるとされている管理職
手当を受ける校長及び教員に支給する夜間学級
担当手当の月額は、給料月額に1 0 0分の４を乗
じて得た額とする。 

２ 地方公務員法（昭和25年法律第2 6 1号）第22
条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤
務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律
（平成３年法律第1 1 0号）第11条第１項に規定
する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定に
よる短時間勤務をしている職員又は同法第18条
第１項に規定する短時間勤務職員について、前
項の規定による夜間学級担当手当の月額に１円
未満の端数があるときは、その端数を切り捨て
た額をもって当該職員の夜間学級担当手当の月
額とする。 

３ 夜間学級担当手当は、月の１日から末日まで
の間において引き続き16日以上次の各号の一に
該当する場合には、支給しない。 

 (１) 出張中の場合 
 (２) 研修中の場合 
 (３) 勤務しなかった場合（条例第22条第１項の

場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは
地方公務員災害補償法（昭和42年法律第1 2 1
号。以下この号において「補償法」という。
）第２条第２項に規定する通勤による負傷若
しくは疾病（外国の地方公共団体の機関等に
派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和
63年和歌山県条例第５号）第３条第１項に規
定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若し
くは疾病又は補償法第２条第２項に規定する
通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
（平成13年和歌山県条例第56号）第３条第１
号に規定する派遣職員、同条例第12条第１号
に規定する退職派遣者若しくは民間資金等の
活用による公共施設等の整備等の促進に関す

（目的） 
第１条 この規則は、教育職員の給与に関する条
例（昭和28年条例第52号。以下「条例」という
。）第16条第２項の規定に基づき、職員に支給
する特殊勤務手当に関し、必要な事項を定める
ことを目的とする。 
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る法律（平成11年法律第1 1 7号）第79条第１
項に規定する地方派遣職員の派遣先の業務上
の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償
保険法（昭和22年法律第50号）第７条第２項
に規定する通勤（派遣先の業務に係る就業の
場所を補償法第２条第２項第１号及び第２号
に規定する勤務場所とみなした場合に同項に
規定する通勤に該当するものに限る。）によ
る負傷若しくは疾病により、職員の勤務時間
、休暇等に関する条例（平成７年和歌山県条
例第６号）第13条に規定する病気休暇の承認
を受けた場合を除く。） 

 
（手当の支給） 

第８条 特殊勤務手当（夜間学級担当手当を除く
。）は、従事した時間数又は日数に応じ、業務
の完了した月の翌月の給料の支給日に支給する
。 

２ 夜間学級担当手当は、給料の支給方法に準じ
て支給する。ただし、給料が条例第12条第４項
の規定により算出されている場合には、その給
料の額に前条第１項に規定する割合を乗じて得
た額とする。 

３ 略 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ 略 
 
（条例附則第12項に規定する特定日以後の給料
月額の特例措置） 

２ 条例附則第14項、第16項又は第17項の規定に
よる給料を支給される職員に対する第７条第１
項の規定の適用については、同項の規定中「給
料月額」とあるのは「給料月額と条例附則第14
項、第16項又は第17項の規定による給料の額と
の合計額」とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（手当の支給） 

第７条 特殊勤務手当は、従事した時間数又は日
数に応じ、業務の完了した月の翌月の給料の支
給日に支給する。 

 
 
 
 
 
 
２ 略 
 

附 則 
 
 略 

  

附 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 

和歌山県教育委員会規則第6号 

和歌山県立高等学校規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

和歌山県立高等学校規則の一部を改正する規則 

和歌山県立高等学校規則（昭和29年和歌山県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 課程等 設置学科 

略 

和歌山県立
貴志川高等
学校 

紀の川市
貴志川町
長原4 0 0 

全日制 
 
 

普通 

略 
    
和歌山県立
和歌山高等 

和歌山市
新庄1 8 8 

全日制 総合学 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 課程等 設置学科 

略 

和歌山県立
貴志川高等
学校 

紀の川市
貴志川町
長原4 0 0 

全日制 
 
 

普通 

人間科学 

略 
    
和歌山県立
和歌山高等 

和歌山市
新庄1 8 8 

全日制 総合 
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学校     

略 

和歌山県立
有田中央高
等学校 

有田郡有
田川町大
字下津野
4 5 9 

全日制 総合学 

略 

和歌山県立
熊野高等学
校 

西牟婁郡
上富田町
大字朝来
6 7 0 

全日制 総合学 

略 略 

略 略 略 

和歌山県立
串本古座高
等学校 

東牟婁郡
串本町串
本1522 

全日制 
 
 
 

未来創造
学 
 

和歌山県立
新宮高等学
校 

新宮市神
倉三丁目
２番39号 

全日制 略 

学彩探究 

総合学 

定時制 略 

通信制 普通 

新宮市佐
野1005 
 

全日制 総合学 

定時制 普通 

和歌山県立
新翔高等学
校 

新宮市佐
野1005 

全日制 総合学 

略 

備考 略 

学校     

略 

和歌山県立
有田中央高
等学校 

有田郡有
田川町大
字下津野
4 5 9 

全日制 総合 

略 

和歌山県立
熊野高等学
校 

西牟婁郡
上富田町
大字朝来
6 7 0 

全日制 総合 

略 略 

略 略 略 

和歌山県立
串本古座高
等学校 

東牟婁郡
串本町串
本1522 

全日制 
 
 

普通 

未来創造
学 

和歌山県立
新宮高等学
校 

新宮市神
倉三丁目
２番39号 

全日制 略 

学彩探究 

  

定時制 略 

    

    

  
 

  

和歌山県立
新翔高等学
校 

新宮市佐
野1005 

全日制 総合 

略 

備考 略 
  

附 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県立和歌山高等学校の項の改正規定、

同表和歌山県立有田中央高等学校の項の改正規定、同表和歌山県立熊野高等学校の項の改正規定及び同表

和歌山県立新翔高等学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

和歌山県教育委員会規則第7号 

和歌山県教育庁等の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

和歌山県教育庁等の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

和歌山県教育庁等の職員の職の設置に関する規則（昭和33年和歌山県教育委員会規則第20号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（教育庁の職） 
第２条 略 
２ 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次に
掲げる職を置く。 
(１)～(18) 略 

（教育庁の職） 
第２条 略 
２ 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次に
掲げる職を置く。 
(１)～(18) 略 
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(19) 企画調整員 
(20) 略 

 
(19) 略 

  

附 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 

和歌山県教育委員会規則第8号 

市町村立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

市町村立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

市町村立学校職員の通勤手当に関する規則（昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（届出） 
第３条 職員は、新たに条例第17条の３第１項の
職員たる要件を具備するに至った場合には、教
育委員会が定める様式の通勤届にその通勤の実
情を記入の上速やかに教育委員会に届け出なけ
ればならない。同項の職員が次の各号のいずれ
かに該当する場合についても同様とする。 

 (１) 略 
 (２) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第

17条の３第４項に規定する駐車場等（以下「
駐車場等」という。）を変更し、駐車場等の
利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のた
め負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料
金に変更があった場合 

２ 略 
 
（確認及び決定） 

第４条 教育委員会は、職員から前条の規定によ
る届出があったときは、その届出に係る事実を
通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。
以下「定期券」という。）の提示又は第11条の
２に定める駐車場等たる要件を具備しているこ
と及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を
求める等の方法により確認し、その者が条例第
17条の３第１項の職員たる要件を具備するとき
は、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し
、又は改定しなければならない。 

２ 略 
 
第５条 略 
 
 （交通の用具） 
第５条の２ 条例第17条の３第１項第２号の教育
委員会規則で定める交通の用具は、次の各号に
掲げるもの（国又は地方公共団体の所有に属す
るものを除く。）とする。 
(１) 自転車 
(２) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付

の交通用具 
 
（定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手
当の減額） 

第５条の３ 条例第17条の３第２項（職員の育児
休業等に関する条例（平成４年和歌山県条例第
９号。以下この項において「育児休業条例」と
いう。）第22条（育児休業条例第25条において
準用する場合を含む。）又は第30条の規定によ

（届出） 
第３条 職員は、新たに条例第17条の３第１項の
職員たる要件を具備するに至った場合には、教
育委員会が定める様式の通勤届にその通勤の実
情を記入のうえ速やかに教育委員会に届け出な
ければならない。同項の職員が次の各号のいず
れかに該当する場合についても同様とする。 

 (１) 略 
 (２) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し

、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更
があった場合 

 
 
 
２ 略 
 
（確認及び決定） 

第４条 教育委員会は、職員から前条の規定によ
る届出があったときは、その届出に係る事実を
通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。
以下「定期券」という。）の提示を求める等の
方法により確認し、その者が条例第17条の３第
１項の職員たる要件を具備するときは、その者
に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定
しなければならない。 

 
 
２ 略 
 
第５条 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    和歌山県報  号外（10） 令和 8 年 3 月 31 日（火曜日） 

－ 6 － 

り読み替えて適用する場合を含む。次項におい
て同じ。）の教育委員会規則で定める職員は、
１箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満た
ない職員とする。 

２ 条例第17条の３第２項の教育委員会規則で定
める割合は、1 0 0分の50とする。 

 
（普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の
基準） 

第６条 普通交通機関等（条例第17条の３第３項
に規定する新幹線鉄道等（以下「新幹線鉄道等
」という。）以外の交通機関等をいう。以下同
じ。）に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距
離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と
認められる通常の通勤の経路及び方法により算
出するものとする。 

 
第７条 略 
 
第８条 条例第17条の３第２項第１号に規定する
運賃等相当額（次項及び第11条の４第４項にお
いて「運賃等相当額」という。）は、次項に該
当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通
交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額
（その額に１円未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てた額）とする。 
(１)～(３) 略 

２ 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（自転車等使用者の支給額） 
第９条 条例第17条の３第２項第２号の教育委員
会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の
区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 
(１) 自転車等（自動車（道路交通法（昭和35年

法律第1 0 5号）第３条に規定する普通自動車
に限る。次号において同じ。）を除く。以下
この号において同じ。）を使用する職員 次
のアからナまでに掲げる自転車等の使用距離
の区分に応じ、それぞれアからナまでに定め
る額 
ア 片道５キロメートル未満 2,000円 
イ 片道５キロメートル以上10キロメートル
未満 4,200円 

ウ 片道10キロメートル以上15キロメートル
未満 7,300円 

エ 片道15キロメートル以上20キロメートル
未満 １万4 0 0円 

オ 片道20キロメートル以上25キロメートル
未満 １万3,500円 

カ 片道25キロメートル以上30キロメートル
未満 １万6,600円 

キ 片道30キロメートル以上35キロメートル
未満 １万9,700円 

ク 片道35キロメートル以上40キロメートル
未満 ２万2,800円 

ケ 片道40キロメートル以上45キロメートル

 
 
 
 
 
 
 
（普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の
基準） 

第６条 普通交通機関等（条例第17条の３第４項
に規定する新幹線鉄道等（以下「新幹線鉄道等
」という。）以外の交通機関等をいう。以下同
じ。）に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距
離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と
認められる通常の通勤の経路及び方法により算
出するものとする。 

 
第７条 略 
 
第８条 条例第17条の３第２項第１号に規定する
運賃等相当額（次項及び第11条の２第４項にお
いて「運賃等相当額」という。）は、次項に該
当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通
交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額
（その額に１円未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てた額）とする。 
(１)～(３) 略 

２ 略 
 
（定年前再任用短時間勤務職員、修学部分休業
職員及び高齢者部分休業職員に係る通勤手当の
減額） 

第８条の２ 条例第17条の３第２項（職員の育児
休業等に関する条例（平成４年和歌山県条例第
９号。以下「育児休業条例」という。）第22条
（育児休業条例第25条において準用する場合を
含む。）又は第30条の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）の教育委員会規則で定め
る職員は、平均１箇月当たりの通勤所要回数が
10回に満たない職員とし、同項の教育委員会規
則で定める割合は、1 0 0分の50とする。 

 
（交通の用具） 

第９条 条例第17条の３第１項第２号に規定する
交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、国又は地方公共団体の所有に属するも
のを除く。 
(１) 自転車 
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未満 ２万5,900円 
コ 片道45キロメートル以上50キロメートル
未満 ２万9,100円 

サ 片道50キロメートル以上55キロメートル
未満 ３万2,300円 

シ 片道55キロメートル以上60キロメートル
未満 ３万5,500円 

ス 片道60キロメートル以上65キロメートル
未満 ３万8,700円 

セ 片道65キロメートル以上70キロメートル
未満 ４万2,200円 

ソ 片道70キロメートル以上75キロメートル
未満 ４万5,700円 

タ 片道75キロメートル以上80キロメートル
未満 ４万9,200円 

チ 片道80キロメートル以上85キロメートル
未満 ５万2,700円 

ツ 片道85キロメートル以上90キロメートル
未満 ５万6,200円 

テ 片道90キロメートル以上95キロメートル
未満 ５万9,600円 

ト 片道95キロメートル以上1 0 0キロメート
ル未満 ６万3,000円 

ナ 片道1 0 0キロメートル以上 ６万6,400
円 

(２) 自動車を使用する職員 次のアからハまで
に掲げる自動車（自動車を使用し、かつ、自
転車等（自動車を除く。）を使用する場合は
、自転車等）の使用距離の区分に応じ、それ
ぞれアからハまでに定める額 
ア 片道４キロメートル未満 2,000円 
イ 片道４キロメートル以上８キロメートル

未満 4,700円 
ウ 片道８キロメートル以上12キロメートル
未満 7,400円 

エ 片道12キロメートル以上15キロメートル
未満 １万1 0 0円 

オ 片道15キロメートル以上16キロメートル
未満 １万4 0 0円 

カ 片道16キロメートル以上20キロメートル
未満 １万2,800円 

キ 片道20キロメートル以上24キロメートル
未満 １万5,500円 

ク 片道24キロメートル以上28キロメートル
未満 １万8,200円 

ケ 片道28キロメートル以上32キロメートル
未満 ２万9 0 0円 

コ 片道32キロメートル以上36キロメートル
未満 ２万3,600円 

サ 片道36キロメートル以上40キロメートル
未満 ２万6,300円 

シ 片道40キロメートル以上44キロメートル
未満 ２万9,000円 

ス 片道44キロメートル以上48キロメートル
未満 ３万1,700円 

セ 片道48キロメートル以上52キロメートル
未満 ３万3,100円 

ソ 片道52キロメートル以上55キロメートル
未満 ３万4,500円 

タ 片道55キロメートル以上56キロメートル
未満 ３万5,500円 

チ 片道56キロメートル以上60キロメートル
未満 ３万5,900円 

ツ 片道60キロメートル以上65キロメートル
未満 ３万8,700円 

テ 片道65キロメートル以上70キロメートル
未満 ４万2,200円 

ト 片道70キロメートル以上75キロメートル
未満 ４万5,700円 

ナ 片道75キロメートル以上80キロメートル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(２) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付
の交通用具 
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未満 ４万9,200円 
ニ 片道80キロメートル以上85キロメートル
未満 ５万2,700円 

ヌ 片道85キロメートル以上90キロメートル
未満 ５万6,200円 

ネ 片道90キロメートル以上95キロメートル
未満 ５万9,600円 

ノ 片道95キロメートル以上1 0 0キロメート
ル未満 ６万3,000円 

ハ 片道1 0 0キロメートル以上 ６万6,400
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（条例第17条の３第３項の教育委員会規則で定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 条例第17条の３第２項第３号に規定する自動
車は、道路交通法（昭和35年法律第1 0 5号）第
３条に規定する普通自動車とする。 
 
（通勤手当の支給対象駐車場） 

第９条の２ 条例第17条の３第３項の教育委員会
規則で定める自転車駐車場又は自動車駐車場は
、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する
ものとする。 

 (１) 職員が通勤のために常例として利用してい
る第２条第３項に規定する交通機関の駅、停
留所等（以下この号及び次項において「通勤
利用駅等」という。）の周辺にあるものであ
って、かつ、当該通勤利用駅等を利用するた
め常例として通勤に使用する前条第１項に規
定する交通の用具を駐車するためのものであ
ること。 

 (２) 職員が自動車の保管場所の確保等に関する
法律（昭和37年法律第1 4 5号）第３条に規定
する保管場所とするものでないこと。 

 (３) 駐車料金が月又は年を単位として定められ
ているものであること。 

２ 前項第１号の交通の用具を使用する通勤経路
の区間（同号の通勤利用駅等と同号の職員の住
居、勤務校又は他の通勤利用駅等の間をいう。
）ごとに、当該区間の当該交通の用具を使用し
ないで徒歩により通勤するものとした場合の通
勤距離が、片道２キロメートル以上でなければ
ならない。ただし、第５条各号のいずれかに該
当する職員で、当該交通の用具を使用しなけれ
ば通勤することが著しく困難であると任命権者
が認めるものにあっては、この限りでない。 

 
（１か月当たりの駐車場料金の算出方法等） 

第９条の３ 前条第１項の自転車駐車場又は自動
車駐車場の１か月当たりの駐車料金の額の算出
方法は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) １か月を単位として定められている駐車料
金を負担する場合にあっては、当該駐車料金
の額とする。 

 (２) 前号に規定する駐車料金以外の駐車料金（
月又は年を単位として定められているものに
限る。）を負担する場合にあっては、当該駐
車料金の額を当該駐車料金に係る期間の月数
で除して得た駐車料金の額（その額に１円未
満の端数があるときは、その端数を切り捨て
た額）とする。 

 (３) ２以上の自転車駐車場又は自動車駐車場を
利用する場合にあっては、それぞれの自転車
駐車場又は自動車駐車場の駐車料金について
、第１号又は第２号の算出方法により算出し
た１か月当たりの駐車料金の額の合計額とす
る。 

２ 条例第17条の３第３項に規定する１か月当た
りの駐車料金の額の２分の１に相当する額に１
円未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てた額とする。 

 
（条例第17条の３第４項の教育委員会規則で定
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める職員） 
第10条 条例第17条の３第３項の教育委員会規則
で定める職員は、新幹線鉄道等を利用しなけれ
ば通勤することが教育委員会の定める基準に照
らして困難であると認められる職員とする。 

 
（新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る
通勤手当の額の算出の基準） 

第11条 略 
２ 略 
３ 第８条（第１項第３号を除く。）の規定は、
条例第17条の３第３項第１号に規定する特別料
金等相当額（第11条の４第４項において「特別
料金等相当額」という。）の算出について準用
する。この場合において、第８条第１項中「普
通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の
」と、同項第１号及び第２号中「普通交通機関
等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第２
号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、
同条第２項中「普通交通機関等」とあるのは「
新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。 

 
（駐車場等の要件） 

第11条の２ 条例第17条の３第４項の教育委員会
規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該
当することとする。 
(１) 勤務公署の周辺又は第４条の規定に基づき

決定し、若しくは改定する手当額の基礎とな
る経路若しくはこれに準ずるものとして教育
委員会が定める経路上にある交通機関の駅、
停留所その他の発着場所の周辺にある施設で
あること。 

(２) その利用について職員の配偶者（婚姻の届
出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にあると認められる者を含む。）若しくは
条例第16条第２項に規定する扶養親族に料金
を支払うこととなる施設又はこれに準ずるも
のとして教育委員会が定める施設でないこと
。 

２ 前項に規定する要件を満たさない場合であっ
て、自転車等の駐車のための施設の状況、職員
の事情その他の考慮すべき事情により、駐車場
等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不
適当であると教育委員会が認めるときは、同項
の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める
要件とする。 

 
（駐車場等に係る通勤手当の額） 

第11条の３ 条例第17条の３第４項第１号の教育
委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場
合の区分に応じ、当該各号に定める額（その額
が5,000円を超える場合にあっては、5,000円
）とする。 
(１) 一の駐車場等を利用する場合 次のアから

ウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ
アからウまでに定める額 
ア 月を単位として駐車場等の料金が定めら
れている場合 当該料金の額 

イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年
によって定めた期間に限る。）が２以上の
月にわたる場合 当該料金の額をそのわた
る月の数で除して得た額（その額に１円未
満の端数があるときは、その端数を切り捨
てた額） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 教育
委員会が定める額 

(２) ２以上の駐車場等を利用する場合 それぞ
れの駐車場等について前号アからウまでに定
める額を合計した額 

 

める職員） 
第10条 条例第17条の３第４項の教育委員会規則
で定める職員は、新幹線鉄道等を利用しなけれ
ば通勤することが教育委員会の定める基準に照
らして困難であると認められる職員とする。 

 
（新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る
通勤手当の額の算出の基準） 

第11条 略 
２ 略 
３ 第８条（第１項第３号を除く。）の規定は、
条例第17条の３第４項第１号に規定する特別料
金等相当額（次条第４項において「特別料金等
相当額」という。）の算出について準用する。
この場合において、第８条第１項中「普通交通
機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、
同項第１号及び第２号中「普通交通機関等」と
あるのは「新幹線鉄道等」と、同項第２号中「
運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第
２項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線
鉄道等」と読み替えるものとする。 
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（支給日等） 
第11条の４ 略  
２・３ 略 
４ 条例第17条の３第６項の教育委員会規則で定
める通勤手当は、運賃等相当額をその支給単位
期間の月数で除して得た額（普通交通機関等が
２以上ある場合においては、その合計額）、同
条第２項第２号に定める額、特別料金等相当額
をその支給単位期間の月数で除して得た額（新
幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その
合計額）及び同条第４項第１号に定める額の合
計額（第12条の２第２項において「１か月当た
りの通勤手当算出基礎額」という。）が15万円
を超えるときにおける通勤手当とし、条例第17
条の３第６項の教育委員会規則で定める期間は
、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間の
うち最も長い支給単位期間とする。 

 
（返納の事由及び額等） 

第12条の２ 条例第17条の３第７項の教育委員会
規則で定める事由は、通勤手当（１箇月の支給
単位期間に係るものを除く。）を支給される職
員について生じた次の各号のいずれかに掲げる
事由とする。 
(１) 略 
(２) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変

更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了
し、又は通勤のため負担する運賃等の額若し
くは駐車場等の料金に変更があったことによ
り、通勤手当の額が改定される場合 

 (３)・(４) 略 
２・３ 略 

（支給日等） 
第11条の２ 略  
２・３ 略 
４ 条例第17条の３第６項の教育委員会規則で定
める通勤手当は、運賃等相当額をその支給単位
期間の月数で除して得た額（普通交通機関等が
２以上ある場合においては、その合計額）、同
条第２項第２号に定める額及び特別料金等相当
額をその支給単位期間の月数で除して得た額（
新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、そ
の合計額）の合計額（第12条の２第２項におい
て「１か月当たりの通勤手当算出基礎額」とい
う。）が15万円を超えるときにおける通勤手当
とし、条例第17条の３第６項の教育委員会規則
で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る
支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とす
る。 

 
（返納の事由及び額等） 

第12条の２ 条例第17条の３第７項の教育委員会
規則で定める事由は、通勤手当（１箇月の支給
単位期間に係るものを除く。）を支給される職
員について生じた次の各号のいずれかに掲げる
事由とする。 

 (１) 略 
 (２) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は

通勤のため負担する運賃等の額に変更があっ
たことにより、通勤手当の額が改定される場
合 

 
 (３)・(４) 略 
２・３ 略 

  

   附 則 

（施行期日）  

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

（施行日前から駐車場等を利用している職員の届出） 

2 この規則の施行の日（以下この項において「施行日」という。）前から駐車場等（市町村立学校職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和8年和歌山県条例4号）による改正後の市町村立学校職

員の給与に関する条例（昭和28年和歌山県条例第53号）第17条の3第4項に規定する駐車場等をいう。）

を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員

たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の市町村立学校職員の通勤手当に関する規則

第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。 

 

和歌山県教育委員会規則第9号 

市町村立学校職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

市町村立学校職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

市町村立学校職員の初任給調整手当に関する規則（昭和37年和歌山県教育委員会規則第13号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

市町村立学校職員の第二種初任給調整手当
に関する規則 

 
（目的） 

市町村立学校職員の初任給調整手当に関す
る規則 
 

（目的） 
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第１条 この規則は、市町村立学校職員の給与に
関する条例（昭和28年和歌山県条例第53号。以
下「条例」という。）第17条の４の２の規定に
基づき、市町村立学校職員（以下「職員」とい
う。）の第二種初任給調整手当の支給に関し、
必要な事項を定めることを目的とする。 

 
 （第二種初任給調整手当の特定額に関して教育
委員会規則で定める職員及び額） 

第２条 条例第17条の４の２第１項の教育委員会
規則で定める職員は、地方公務員法（昭和25年
法律第2 6 1号）第22条の４第３項に規定する定
年前再任用短時間勤務職員（以下この条及び第
５条において「定年前再任用短時間勤務職員」
という。）とし、当該定年前再任用短時間勤務
職員の特定額（条例第17条の４の２第１項に規
定する特定額をいう。第４条、第５条及び第６
条第１項において同じ。）の算定の基礎となる
額として教育委員会規則で定める額は、当該定
年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表
の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基
準給料月額のうち、条例第10条の２第２項及び 
第13条の規定により当該定年前再任用短時間勤
務職員の属する職務の級に応じた額とする。 

 

 （第二種初任給調整手当の基準額） 
第３条 条例第17条の４の２第１項の在勤する地
域における民間の賃金の最低基準を考慮して教
育委員会規則で定める額は、国家公務員の例に
よる。 

 
（第二種初任給調整手当の支給期間の終期） 

第４条 条例第17条の４の２第１項の教育委員会
規則で定める日は、特定額が基準額（同項に規
定する基準額をいう。次条並びに第６条第１項
及び第２項において同じ。）以上となった日の
前日とする。 

 
（第二種初任給調整手当の支給額） 

第５条 条例第17条の４の２第２項の規定による
第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定
額との差額に職員の勤務時間、休暇等に関する
条例（平成７年和歌山県条例第６号。以下この
条において「勤務時間条例」という。）第２条
第１項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数
を乗じ、その額を12で除して得た額（その額に
1 0 0円未満の端数を生じたときは、これを1 0 0
円に切り上げた額）（定年前再任用短時間勤務
職員にあっては当該額に勤務時間条例第２条第
３項の規定により定められたその者の勤務時間
を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た
数を、地方公務員の育児休業等に関する法律（
平成３年法律第1 1 0号）第11条第１項に規定す
る育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定に
よる短時間勤務をしている職員にあっては当該
額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定
められたその者の勤務時間を同条第１項に規定
する勤務時間で除して得た数を、勤務時間条例
第２条第４項に規定する任期付短時間勤務職員
にあっては当該額に同項の規定により定められ
たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤
務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
とし、その額に１円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた額とする。）とする。 

 
（第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等） 

第６条 条例第17条の４の２第３項の教育委員会
規則で定める職員は、当該職員を新たに採用さ
れた職員とみなして同条第１項の規定を適用す

第１条 この規則は、市町村立学校職員の初任給
調整手当に関し、必要な事項を定めることを目
的とする。 

                            
                       
      
 
 
 
第２条から第７条まで 削除 
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るとしたならば特定額として算定されることと
なる額（次項において「権衡職員特定額」とい
う。）が基準額を下回る職員とする。 

２ 前項に定める職員の第二種初任給調整手当の
支給期間は、同項に定める職員となった日から
権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日
までとする。 

３ 前条の規定は、第１項に定める職員の第二種
初任給調整手当の月額について準用する。この
場合において、同条中「特定額」とあるのは、
「次条第１項に規定する権衡職員特定額」と読
み替えるものとする。 

 
（第二種初任給調整手当の支給） 

第７条 第二種初任給調整手当は、給料の支給方
法に準じて支給する。 

 
（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか第二種初任
給調整手当の支給に関し必要な事項は、教育委
員会が定める。 

 
 
 
 
 
 
 
 

付 則 
（施行期日等） 

１ 略 
 
 （条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の
第二種初任給調整手当に関する読替え） 

２ 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に
対する第２条の規定の適用については、同条中
次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲
げる字句とする。  

地方公務員法（昭
和25年法律第2 6 1
号）第22条の４第
３項に規定する定
年前再任用短時間
勤務職員（以下こ
の条及び第５条に
おいて「定年前再
任用短時間勤務職
員」という。） 

条例附則第11項の規定の
適用を受ける職員 

当該定年前再任用
短時間勤務職員 

当該職員 

定年前再任用短時
間勤務職員の欄に
掲げる基準給料月
額 

給料月額 

級 級並びに条例第11条第１
項、第12条第２項及び第
３項並びに第13条の規定
により当該職員の受ける
号給 

  
応じた額 応じた額に1 0 0分の99.3 

８を乗じて得た額（その
額に１円未満の端数を生
じたときは、これを切り
捨てた額）に1 0 0分の70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第８条 市町村立学校職員の給与等に関する条例
の一部を改正する条例（昭和53年和歌山県条例
第45号）附則第８項の規定による初任給調整手
当の支給期間及び支給額は、従前の例による支
給期間及び支給額とする。 

 
第９条 削除 
 
第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準
じて支給する。 

 
付 則 

 
 略 
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を乗じて得た額（当該額
に、50円未満の端数を生
じたときはこれを切り捨
て、50円以上1 0 0円未満
の端数を生じたときはこ
れを1 0 0円に切り上げる
ものとする。）   

 

  

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

（暫定再任用職員に関する経過措置） 

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和4年和歌山県条例第42号）附則第9項に規定す

る暫定再任用職員は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の4第3項に規定する定年前再任用短

時間勤務職員（次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）とみなして、この規則による

改正後の市町村立学校職員の第二種初任給調整手当に関する規則（次項において「改正後の規則」とい

う。）第2条の規定を適用する。 

3 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和4年和歌山県条例第56号）附則第3

項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第5

条（改正後の規則第6条第3項において準用する場合を含む。）の規定を適用する。 

 

和歌山県教育委員会規則第10号 

和歌山県立近代美術館管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

和歌山県立近代美術館管理規則の一部を改正する規則 

和歌山県立近代美術館管理規則（昭和45年和歌山県教育委員会規則第20号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（課の設置及び所掌事務） 
第５条 近代美術館に、次の課を置く。 
略 
学芸第一課 
学芸第二課 

２ 総務課においては、次の事務をつかさどる。 
(１)～(５) 略 
(６) その他学芸第一課及び学芸第二課の主管に

属しないこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 学芸第一課においては、次の事務をつかさど
る。 

（課の設置及び所掌事務） 
第５条 近代美術館に、次の課を置く。 
略 
教育普及課 
学芸課 

２ 総務課においては、次の事務をつかさどる。 
(１)～(５) 略 
(６) その他学芸課の主管に属しないこと。 
 

３ 教育普及課においては、次の事務をつかさど
る。 
(１) 美術に関する知識の向上及び普及並びに美

術の振興に関すること。 
(２) 学校等の教育、学術又は文化に関する諸施

設に対する助言及び支援並びに当該施設との
協力に関すること。 

(３) 国内外の美術館等関係諸団体との連絡及び
協力に関すること。 

(４) 近代美術に関する展覧会、講演会及び研究
会等の立案、調整及び実施に関すること。 

(５) 美術館活動（美術品等の展示及び収集並び
に美術の普及活動等をはじめとして広く美術
館において行う諸活動をいう。）に係る調査
研究に関すること。 

４ 学芸課においては、次の事務をつかさどる。 
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(１)～(４) 略 
４ 学芸第二課においては、次の事務をつかさど
る。 
(１) 美術に関する知識の向上及び普及並びに美

術の振興に関すること。 
(２) 学校その他の教育機関の教育、学術又は文

化に関する諸施設に対する助言及び支援並び
に当該施設との協力に関すること。 

(３) 国内外の美術館その他の関係諸団体との連
絡及び協力に関すること。 

(４) 近代美術館に係る情報発信に関すること。 

(１)～(４) 略 

  

附 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 

和歌山県教育委員会規則第11号 

和歌山県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則を次

のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

和歌山県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則 

和歌山県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則（昭和52年和歌山県

教育委員会規則第17号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

（和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関す

る和歌山県教育委員会規則の廃止） 

2 和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関す

る和歌山県教育委員会規則（平成18年和歌山県教育委員会規則第8号）は、廃止する。 

 

和歌山県教育委員会規則第12号 

市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成5年和歌山県教育委員会規則第3号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表第２ 級別資格基準表（第５条関係） 
 ア・イ 略 
 ウ 学校栄養職員給料表級別資格基準表 

 

略 
 

備考 本表の適用を受ける学校栄養職員の経験
年数は、その業務の従事に必要な免許取得後
の経験年数とする。ただし、教育委員会が人
事委員会と協議して、別段の定めをした場合
は、その定めるところによる。 

別表第２ 級別資格基準表（第５条関係） 
 ア・イ 略 
 ウ 学校栄養職員給料表級別資格基準表 

 

略 
 

備考 本表の適用を受ける学校栄養職員の経験
年数は、その業務の従事に必要な免許取得後
の経験年数とする。 
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附 則 

 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 

和歌山県教育委員会規則第13号 

和歌山県教育庁組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

和歌山県教育庁組織規則の一部を改正する規則 

和歌山県教育庁組織規則（平成15年和歌山県教育委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（組織） 
第２条 略 
２ 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に
掲げる課の中に同表の右欄に掲げる室を置く。 

総務課 略 

略 略 

 
（教育総務局各課の所掌事務） 

第３条 総務課は、県立学校等の適正な管理・運
営及び福利厚生を行うことを任務とし、次の事
務を所掌する。 

 (１)～(７) 
  
 

(８) 略 
(９) 教育庁、学校以外の教育機関及び県立学校

の防災に関すること（他の課の所掌に属する
ものを除く。）。 

(10)～(18) 略 
(19) 教育庁及び学校以外の教育機関（以下「教

育庁等」という。）の職員の任免、人事管理
、服務及び研修に関すること。 

(20) 教育庁等の組織及び職員定数に関すること
。 

(21)・(22) 略 
(23) 教育庁等の職員の健康管理に関すること。 
 

 
(24)～(26) 略 
(27) 公立学校共済組合和歌山支部に関すること

。 
(28)・(29) 略 

 
第３条の２ 福利厚生室においては、総務課の所
掌事務のうち、前条第22号から第28号までに掲
げる事務を所掌する。 

 
第４条 略 
 
第５条 教職員課は、適正な給与制度の運用並び
に県立学校（県立中学校を除く。以下同じ。）
の職員の任用及び人材の配置を行い、職員が意
欲をもって能力を十分発揮することができる職
場の形成を図ることを任務とし、次の事務を所
掌する。 
 
 

（組織） 
第２条 略 
２ 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に
掲げる課の中に同表の右欄に掲げる室を置く。 

総務課 略 

義務教育課 夜間中学設置準備室 

略 略 

 
（教育総務局各課の所掌事務） 

第３条 総務課は、県立学校等の適正な管理・運
営及び福利厚生を行うことを任務とし、次の事
務を所掌する。 

 (１)～(７) 
 (８) 教育委員会の所管する公益信託に係る事務

に関すること。 
(９) 略 

  
 
 

(10)～(18) 略 
 
 
 
 
 

(19)・(20) 略 
(21) 教育庁及び学校以外の教育機関（以下「教

育庁等」という。）の職員の健康管理に関す
ること。 

(22)～(24) 略 
(25) 公立学校共済組合和歌山県支部に関するこ

と。 
(26)・(27) 略 

 
第３条の２ 福利厚生室においては、総務課の所
掌事務のうち、第３条第20号から第26号までに
掲げる事務を所掌する。 

 
第４条 略 
 
第５条 教職員課は、適正な職員の任用、給与制
度の運用及び人材の配置を行い、職員が意欲を
もって能力を十分発揮することができる職場の
形成を図ることを任務とし、次の事務を所掌す
る。 

 
(１) 教育庁等の職員の任免、人事管理、服務及

び研修に関すること。 
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(１) 県立学校の教職員の任免、人事管理、職員

定数及び学校管理運営の監督に関すること。 
 
(２)～(11) 略 

 
第６条 略 
 
 （学校教育局各課の所掌事務） 
第９条 県立学校教育課は、県立高等学校におけ
る教育の充実・推進を図ることを任務とし、次
の事務を所掌する。 

 
(１) 県立高等学校の設置及び廃止に関すること

。 
(２) 県立高等学校の教育課程、学習指導、進路

指導及び学校評価に関すること。 
(３)・(４) 略 
(５) 学校教育法（昭和22年法律第26号）及びこ

れに基づく法令その他の規程による認可及び
届出に関すること（県立高等学校に関するこ
とに限る。）。 

(６)・(７) 略 
 
第10条・第11条 略 
 
 
 
 
 
 

第12条 健康体育課は、公立学校における体育、
健康教育及び学校給食の充実・推進を図り、児
童生徒の健やかな体づくりを行うことを任務と
し、次の事務を所掌する。 
(１)～(７) 略 

  
 
 (８)～(11) 略 
 
第12条の２ 高校総体推進室においては、健康体
育課の所掌事務のうち、前条第10号に掲げる事
務を所掌する。 

 
第13条 教育支援課は、公立学校における児童・
生徒の安全な生活のために必要な習慣を養うと
ともに心身の調和的発達を図ることを任務とし
、次の事務を所掌する。 
(１)～(４) 略 
(５) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに

関すること。 
(６) 略 

 
（教育事務所） 

第24条・第25条 略 
 
第26条 教育事務所においては、公立小中学校等
に係る事務のうち、次に掲げる事務を所掌する
。 
(１) 教職員課の所掌事務のうち、第５条第３号

及び第７号に掲げる事務（紀南教育事務所に
限る。） 

(２)～(６) 略 
 

別表（第24条関係）  

略 
 

(２) 教育庁等の組織及び職員定数に関すること
。 

(３) 県立学校（県立中学校を除く。以下同じ。
）の教職員の任免、人事管理、職員定数及び
学校管理運営の監督に関すること。 

(４)～(13) 略 
 
第６条 略 
 
 （学校教育局各課の所掌事務） 
第９条 県立学校教育課は、県立学校（特別支援
学校を除く。以下この条において同じ。）にお
ける教育の充実・推進を図ることを任務とし、
次の事務を所掌する。 

 (１) 県立学校の設置及び廃止に関すること。 
 

(２) 県立学校の教育課程、学習指導、進路指導
及び学校評価に関すること。 

(３)・(４) 略 
(５) 学校教育法（昭和22年法律第26号）及びこ

れに基づく法令その他の規程による認可及び
届出に関すること（県立学校に関することに
限る。）。 

(６)・(７) 略 
 
第10条・第11条 略 
 
第11条の２ 夜間中学設置準備室においては、義
務教育課の所掌事務のうち、前条第１号から第
７号まで及び第10号に掲げる事務（県立夜間中
学校に関するものに限る。）を所掌する。 
 

第12条 健康体育課は、公立学校における体育、
健康教育及び学校給食の充実・推進を図り、児
童生徒の健やかな体づくりを行うことを任務と
し、次の事務を所掌する。 
(１)～(７) 略 

 (８) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに
関すること。 

 (９)～(12) 略 
 
第12条の２ 高校総体推進室においては、健康体
育課の所掌事務のうち、前条第11号に掲げる事
務を所掌する。 

 
第13条 教育支援課は、公立学校における児童・
生徒の安全な生活のために必要な習慣を養うと
ともに心身の調和的発達を図ることを任務とし
、次の事務を所掌する。 
(１)～(４) 略 
 
 

(５) 略 
 

（教育事務所） 
第24条・第25条 略 
 

第26条 教育事務所においては、公立小中学校等
に係る事務のうち、次に掲げる事務を所掌する
。 
(１) 教職員課の所掌事務のうち、第５条第５号

及び第９号に掲げる事務（紀南教育事務所に
限る。） 

(２)～(６) 略 
 

別表（第22条関係）  

略 
 

  

附 則 
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この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第3条第25号の改正規定（「公立学校共済組合和歌

山県支部」を「公立学校共済組合和歌山支部」に改める部分に限る。）、第9条及び別表の改正規定は、

公布の日から施行する。 

 

和歌山県教育委員会規則第14号 

へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する規則の一部を改正する規則 

へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する規則（平成24年和歌山県教育委員会規則第5号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（指定の見直し等） 
第10条 第３条及び前条の規定に基づく指定は、
当該学校又は共同調理場について算定された合
計点数により行うものとし、学校又は共同調理
場の新設、統合若しくは移転があった場合又は
へき地条件に著しい変更があった場合には、当
該学校又は共同調理場について、その都度、行
うものとする。 

 
 
別表第３（第12条関係） 
 へき地学校 

所属郡市 級 学校名 

略 

伊都郡 １級 丹生川小学校 
 

略 略 

略 

日高郡 １級 略 
美山小学校 

略 
 

（指定の見直し等） 
第10条 第３条及び前条の規定に基づく指定は、
おおむね６年ごとに、当該学校又は共同調理場
について算定された合計点数により行うものと
する。ただし、学校又は共同調理場の新設、統
合若しくは移転があった場合又はへき地条件に
著しい変更があった場合には、当該学校又は共
同調理場について、その都度、行うものとする
。 

 
別表第３（第12条関係） 
 へき地学校 

所属郡市 級 学校名 

略 

伊都郡 １級 丹生川小学校 
花坂小学校 

略 略 

略 

日高郡 １級 略 
美山小学校 
美山中学校 

２級 中津中学校 

略 
 

  

附 則 

 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第3伊都郡の項の改正規定は、公布の日から施

行する。 

 

和歌山県教育委員会規則第15号 

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する和歌山県教育委員会規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 

令和8年3月31日 

和歌山県教育委員会教育長 今 西 宏 行 

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する和歌山県教育委員会規則の一部を改正する規則 
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会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する和歌山県教育委員会規則（令和元年和歌山県教育委員会

規則第9号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（特別休暇） 
第14条 略 
２ 無給の特別休暇は、公務上の負傷又は疾病そ
の他の特別事由により会計年度任用職員が勤務
しないことが相当であるとして別に定める場合
における休暇とし、その期間については、別に
定める。 

 
３ 略 

（特別休暇） 
第14条 略 
２ 無給の特別休暇は、労働基準法（昭和22年法
律第49号）第67条の規定による育児時間その他
の特別の事由により会計年度任用職員が勤務し
ないことが相当であるとして別に定める場合に
おける休暇とし、その期間については、別に定
める。 

３ 略 
  

附 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 

 


